
※1 改正前の法第６条第１項第４号に該当する建築物

※2 改正後の法第６条第１項第２号に該当する建築物

※3 改正後の建築基準法施行規則第１条の３に規定する特定木造建築物(以下「特定木造建築物」という。)

＜対象＞

・特定木造建築物のうち、戸建て住宅

・防火・準防火地域以外の区域内の建築物

＜凡例＞

明示の要否

◎ 省略不可（明示することを標準とする）

▲ 原則、明示を省略（全て）（他の図書に記載することを標準とする）

△ 原則、明示を省略（一部）（他の図書に記載することを標準とする）

－ 通常該当しない項目

改正の区分

縮小 審査省略制度の縮小に伴い必要となる項目

仕様 省エネ基準への適合を仕様基準（誘導仕様基準を含む）により確認する場合に必要となる項目

＜本書で使用する略字＞

法 建築基準法

令 建築基準法施行令

規則 建築基準法施行規則

省エネ法 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

※ 規則第１条の３　第１項　表１・表２・表４　に対応する部分のうち、一般的な事項を抜粋したものです。

　 必要な図書及び明示すべき事項のすべてを網羅したものではありませんのでご注意ください。

※ 計画の内容又は申請先によっては、修正等を求められる場合がありますのでご了承ください。

令和７年３月

　本書は、令和７年４月の建築基準法の改正により、旧４号建築物[※1]から新２号建築物[※２]に移行する建築物のうち、仕様規定の範囲で構造安全性

を確認するもの（高さ１６ｍ以下の建築物のうち、階数２かつ300㎡以下及び平屋かつ200㎡超300㎡以下の木造建築物）[※3]について、特に法改正によ

る影響が大きいと考えられる戸建ての住宅を対象に、建築確認申請等に添付する図書及び明示事項に関する取扱いをまとめたものです。

　図書への明示事項の具体的な内容は、国土交通省ＨＰに掲載の「２階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル」を基本と

しますが、明示すべき事項の複数図書への重複を省略する場合や、省エネ基準への適合を仕様により確認する場合の明示事項の参考としてください。

建築確認申請等に添付する図書・明示すべき事項

参考



別表－０＜配置図＞ 1/2

明示する項目 縮小 仕様

第１項 表１ (い) 縮尺及び方位 ◎

(い)

敷地境界線、敷地内における建築物の位

置及び申請に係る建築物と他の建築物と

の別

◎

(い) 延焼のおそれのある部分 ◎ 〇

(い)

防火上有効な公園、広場、川その他の空

地又は水面、耐火構造の壁その他これら

に類するものの位置

◎ 〇

(い) 擁壁の設置その他安全上適当な措置 ◎

(い)

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境

界部分との高低差及び申請に係る建築物

の各部分の高さ

◎

(い) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 ◎

(い)

下水管、下水溝又はためますその他これ

らに類する施設の位置及び排出経路又は

処理経路

◎

表２
(５) 法第22条第1項の規定による区域の境界線 ◎

(９)
令第20条第２項第一号に規定する水平距

離
◎

(18) 敷地の道路に接する部分及びその長さ ◎

(20)
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる

柱の位置
◎

(21)

(24)

(27)

(23)
指定された容積率の数値の異なる地域の

境界線
◎

法第47条の規定が適用される建築物

法第48条の規定が適用される建築物

用途地域の境界線 ◎法第53条の規定が適用される建築物

法第55条の規定が適用される建築物

条項

法第24条の規定が適用される建築物

法第43条の規定が適用される建築物

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

改正区分

法第52条の規定が適用される建築物

法第28条第１項及び第４項の規定が適用さ

れる建築物

Administrator
スタンプ



別表－０＜配置図＞ 2/2

明示する項目 縮小 仕様

地盤面及び前面道路の路面の中心からの

申請に係る建築物の各部分の高さ
◎

地盤面の異なる区域の境界線 ◎

法第56条第１項第二号に規定する水平距

離のうち最小のものに相当する距離
◎

令第130条の12に掲げる建築物の部分の

用途、位置、高さ、構造及び床面積
◎

法第56条第２項に規定する後退距離 ◎

用途地域の境界線 ◎

令第132条第１項若しくは第２項又は令第

134条第２項に規定する区域の境界線
◎

前面道路の反対側又は隣地にある公園、

広場、水面その他これらに類するものの

位置

◎

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地

にある水面、線路敷その他これらに類す

るものの位置

◎

法第56条の規定が適用される建築物 (28)

条項

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

改正区分

Administrator
スタンプ



別表－１＜各階平面図＞ 1/2

明示する項目 縮小 仕様

第１項 表１ (い) 縮尺及び方位 ◎

(い) 間取、各室の用途及び床面積 △
床面積：第４項表１（建築設備）平

面図

(い) 壁及び筋かいの位置及び種類 △

筋交いの位置及び種類：令第46条第

４項の規定に適合することの確認に

必要な図書

○

(い) 通し柱及び開口部の位置 ▲
令第46条第４項の規定に適合するこ

との確認に必要な図書
○

(い)
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及

び構造
△ 構造：構造詳細図若しくは矩計図 ※延焼のおそれのある範囲を明示 ○

表２ 令第３章第２節の規定

が適用される建築物

（特定木造建築物に限

る。）

(1)

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その

他これらに類する建築物の部分及び広告

塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付

けるものの種別、位置及び寸法

▲ 立面図 ○

令第３章第３節の規定

が適用される建築物

（特定木造建築物に限

る。）

(1)

構造耐力上主要な部分である部材の位置

及び寸法並びに開口部の位置、形状及び

寸法

▲
令第46条第４項の規定に適合するこ

との確認に必要な図書
○

(4) 耐力壁及び非耐力壁の位置 ◎ ○

(9)
法第28条第１項に規定する開口部の位置

及び面積
▲ 第４項　表１（建築設備）平面図 ○

(10)
給気機又は給気口及び排気機又は排気口

の位置
▲ 第４項　表１（建築設備）平面図

(10)
外壁の開口部に設ける建具（通気ができ

る空隙のあるものに限る。）の構造
▲ 第４項　表１（建築設備）平面図

追記・補足
改正区分

条項

法第20条の規定が

適用される建築物

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書

法第23条の規定が適用される建築物

法第28条第１項及び第４項の規定が適用さ

れる建築物

法第28条の２の規定が適用される建築物

Administrator
スタンプ



別表－１＜各階平面図＞ 2/2

明示する項目 縮小 仕様

第１項 表２ 令第２章第３節の規定

が適用される建築物
(16)

階段、踊り場、手すり等又は階段に代わ

る傾斜路の位置及び構造
◎

令第２章第３節の規定

が適用される建築物
(16) 令第27条に規定する階段の設置状況 － ※物見塔用階段等がある場合は明示

(85の2) 各室の名称及び天井の高さ △
天井の高さ：第４項　表１（建築設

備）平面図
○

(85の2) 開口部の構造 ◎
※サッシ種別、ガラス種別、日射取

得率を凡例により明示
○

(85の2) エネルギー消費性能確保設備の位置 ◎
※位置に加え、仕様及び数を凡例に

より明示
○

追記・補足
改正区分

条項

法第36条の規定が

適用される建築物

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書

省エネ法第10条第

１項の規定が適用

される建築物

【仕様基準】

省エネ法施行規則第２

条第１項第一号又は第

２項の規定が適用され

る建築物

Administrator
スタンプ



別表－２＜２面以上の立面図＞ 1/1

明示する項目 縮小 仕様

第１項 表１ (ろ) 縮尺 ◎

(ろ) 開口部の位置 ◎

(ろ)
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏

の構造
▲ 構造詳細図又は矩計図 ○

表２ 令第３章第２節の規定

が適用される建築物

（特定木造建築物に限

る。）

(1)

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その

他これらに類する建築物の部分及び広告

塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付

けるものの種別、位置及び寸法

◎ ○

令第３章第３節の規定

が適用される建築物

（特定木造建築物に限

る。）

(1)

構造耐力上主要な部分である部材の位置

及び寸法並びに開口部の位置、形状及び

寸法

△

構造耐力上主要な部分である部材の

位置及び寸法：令第46条第４項の規

定に適合することの確認に必要な図

書

○

(9)
令第20条第２項第一号に規定する垂直距

離
◎ ○

(85の2) 外壁の位置 ◎ ○

(85の2) エネルギー消費性能確保設備の位置 ▲ 平面図 ○

改正区分

条項

法第20条の規定が

適用される建築物

法第28条第１項及び第４項の規定が適用さ

れる建築物

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

省エネ法第10条第

１項の規定が適用

される建築物

【仕様基準】

省エネ法施行規則第２

条第１項第一号又は第

２項の規定が適用され

る建築物

Administrator
スタンプ



別表－３＜２面以上の断面図＞ 1/2

明示する項目 縮小 仕様

第１項 表１ (ろ) 縮尺 ◎

(ろ) 地盤面 ▲ 立面図

(ろ)

各階の床及び天井（天井のない場合は、

屋根）の高さ、軒及びひさしの出並びに

建築物の各部分の高さ

▲

各階の床及び天井の高さ：第４項

表１（建築設備）平面図

軒及びひさしの出並びに建築物の各

部分の高さ：配置図又は立面図

○

(ろ)
建築物が周囲の地面と接する各位置の高

さ
▲ 立面図

※建物周囲で大きなレベル差が無け

れば立面図で可
○

第１項 表２ 令第３章第２節の規定

が適用される建築物

（特定木造建築物に限

る。）

(1)

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その

他これらに類する建築物の部分及び広告

塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付

けるものの種別、位置及び寸法

▲ 立面図 ○

令第３章第３節の規定

が適用される建築物

（特定木造建築物に限

る。）

(1)

構造耐力上主要な部分である部材の位置

及び寸法並びに開口部の位置、形状及び

寸法

▲
令第46条第４項の規定に適合するこ

との確認に必要な図書
○

(9)
令第20条第２項第一号に規定する垂直距

離
▲ 立面図 ○

(16)
最下階の居室の床が木造である場合にお

ける床の高さ及び防湿方法
▲ 立面図又は仕様表

(16) 換気孔の位置 ▲ 立面図又は仕様表

(16)
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状

況
▲ 立面図又は仕様表

令第２章第３節の規定

が適用される建築物
(16)

階段、踊り場、手すり等又は階段に代わ

る傾斜路の構造
▲ 平面図

(19) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 ▲ 配置図又は立面図

(20) 壁面線 ▲ 配置図又は立面図

(20) 門又は塀の位置及び高さ ▲ 配置図又は立面図

改正区分

条項

法第20条の規定が

適用される建築物

法第28条第１項及び第４項の規定が適用さ

れる建築物

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

配置図又は立面図

法第36条の規定が

適用される建築物

令第２章第２節の規定

が適用される建築物

法第44条の規定が適用される建築物

(19・20) 敷地境界線 ▲

法第47条の規定が適用される建築物

Administrator
スタンプ



別表－３＜２面以上の断面図＞ 2/2

明示する項目 縮小 仕様

第１項 表２ (28) 前面道路の路面の中心の高さ ▲ 配置図又は立面図

(28)
地盤面及び前面道路の路面の中心からの

建築物の各部分の高さ
▲ 配置図又は立面図

(28)
法第56条第１項から第６項までの規定に

よる建築物の各部分の高さの限度
▲ 配置図又は立面図

(28) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 ▲ 配置図又は立面図

(28) 前面道路の中心線 ▲ 配置図又は立面図

(28) 擁壁の位置 ▲ 配置図又は立面図

(28) 土地の高低 ▲ 配置図又は立面図

(28) 地盤面の異なる区域の境界線 ▲ 配置図又は立面図

(28) 法第56条第２項に規定する後退距離 ▲ 配置図又は立面図

(28) 用途地域の境界線 ▲ 配置図又は立面図

(85の2) 外壁及び屋根の構造 ▲ 矩計図又は詳細図 ○

(85の2) 小屋裏の構造 ▲ 矩計図又は詳細図 ○

(85の2) 各階の天井の構造 ▲ 矩計図又は詳細図 〇

(85の2) 床、床下及び基礎の構造 ▲ 矩計図又は詳細図 〇

条項

法第56条の規定が適用される建築物

省エネ法第10条第

１項の規定が適用

される建築物

【仕様基準】

省エネ法施行規則第２

条第１項第一号又は第

２項の規定が適用され

る建築物

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

改正区分

Administrator
スタンプ



別表－４＜構造詳細図＞ 1/1

明示する項目 縮小 仕様

第１項 表１ (は) 基礎伏図 － ※特定木造建築物の場合は不要

(は) 各階床伏図 － ※特定木造建築物の場合は不要

(は) 小屋伏図 － ※特定木造建築物の場合は不要

(は) 構造詳細図 ◎
※仕様表にすべてを明示できる場合

は省略可
○

表２ 令第３章第２節の規定

が適用される建築物

（特定木造建築物に限

る。）

(1)

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その

他これらに類する建築物の部分及び広告

塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付

けるものの取付け部分の構造方法

◎ ○

(1) 屋根ふき材の種別 ◎ ○

(1) 柱の有効細長比 ▲ 仕様表 ※階ごとに最も不利な箇所を記載 ○

(1)
構造耐力上主要な部分である軸組等の構

造方法
◎ ○

(1)
構造耐力上主要な部分である継手又は仕

口の構造方法
◎ ○

(1)
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造であ

る部分の下地
◎ ○

(1)

構造耐力上主要な部分である部材の地面

から１メートル以内の部分の防腐又は防

蟻措置

◎ ※仕様表への明示も可 ○

(3) 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 ◎ ○

(4)
延焼のおそれのある部分の外壁の断面の

構造、材料の種別及び寸法
◎ ○

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

改正区分

条項

法第20条の規定が

適用される建築物 令第３章第３節の規定

が適用される建築物

（特定木造建築物に限

る。）

法第22条の規定が適用される建築物

法第23条の規定が適用される建築物

Administrator
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別表－５＜各階平面図＞ 1/1

明示する項目 縮小 仕様

第４項 表１
(1)

居室に設ける換気のための窓その他の開

口部の位置及び面積
◎ ○

(1) 給気機又は給気口の位置 ◎ ○

(1)
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突

の位置
◎ ○

(1)
かまど、こんろその他設備器具の位置、

種別及び発熱量
◎ ○

(1) 火を使用する室に関する換気経路 ◎ ○

(5) 常用の電源及び予備電源の種類及び位置 ◎ ※分電盤及び引き込み位置を明示 ○

(12) 燃焼器の排気筒又は排気フードの位置 ◎
※換気設備の特記事項と合わせて明

示
○

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

改正区分

条項

法第28条第２項から第４項までの規定が適

用される換気設備

法第32条の規定が適用される電気設備

ガス事業法第162条の規定が適用される消

費機器

規則での規定状況
明示の要否
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別表－６＜その他＞　※明示すべき検討書等を「追記・補足」に記載 1/3

明示する項目 縮小 仕様

第１項 表１
(9) 居室の床面積 ◎ －

開口部の採光に有効な部分の面積を

算出した際の計算書
○

(9)
開口部の採光に有効な部分の面積及びそ

の算出方法
◎ －

開口部の採光に有効な部分の面積を

算出した際の計算書
○

(9)
令第20条第２項第一号に規定する水平距

離
◎ －

配置図

※第４項　表１（建築設備）平面図

への明示も可

○

(10) 内装の仕上げに使用する建築材料の種別 ◎

使用建築材料表【内部仕上げ表】

※規制対象外材料（F★★★★）の

み使用する場合はその旨を平面図に

特記

(10)

第１種ホルムアルデヒド発散建築材料、

第２種ホルムアルデヒド発散建築材料、

第３種ホルムアルデヒド発散建築材料を

使用する内装の仕上げの部分の面積

◎ 使用建築材料表【検討表を作成】

(10)

上記の内装の仕上げの部分の面積に、内

装の仕上げに用いる建築材料の種別に応

じ令第20条の７第１項第二号の表の(一)

項又は(二)項に定める数値を乗じて得た

面積の合計

◎ 使用建築材料表【検討表を作成】

(10)
有効換気量又は有効換気換算量及びその

算出方法
◎

有効換気量又は有効換気換算量を算

出した際の計算書

※平面図への明示も可

(10) 換気回数及び必要有効換気量 ◎

有効換気量又は有効換気換算量を算

出した際の計算書

※平面図への明示も可

条項

法第28条第１項及び第４項の規定が適用さ

れる建築物

法第28条の２の規定が適用される建築物

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

改正区分
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別表－６＜その他＞　※明示すべき図書等を「追記・補足」に記載 2/3

明示する項目 縮小 仕様

第４項 表１ 令第129条の２の３第二

号に関する規定が適用さ

れる昇降機以外の建築

設備

(10) 昇降機以外の建築設備の構造方法 ◎
構造詳細図

※記載例：別紙
○

(10) 配管設備の種別及び配置 ◎ 配置図 ○

(10)
配管の腐食するおそれのある部分及び当

該部分の材料に応じた腐食防止措置
◎

配管設備の仕様書

※平面図への明示も可

※記載例：別紙

○

(10)

水槽、流しその他水を入れ、又は受ける

設備に給水する飲料水の配管設備の水栓

の開口部に講じた水の逆流防止のための

措置

◎
配管設備の仕様書

※記載例：別紙
○

(10)

給水管の凍結による破壊のおそれのある

部分及び当該部分に講じた防凍のための

措置

◎
配管設備の仕様書

※記載例：別紙
○

(10)
給水管に講じたウォーターハンマー防止

のための措置
◎

配管設備の仕様書

※平面図への明示も可

※記載例：別紙

○

(10)
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装

置の種別
◎

配管設備の仕様書

※平面図に明示も可

※記載例：別紙

○

(10)
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる

汚物等が付着又は沈殿しない措置
◎

配管設備の仕様書

※平面図に明示も可

※記載例：別紙

○

(10)
排水のための配管設備の容量及び傾斜並

びにそれらの算出方法
◎

排水のための配管設備の容量及び傾

斜を算出した際の計算書

※配置図に明示も可

※記載例：別紙

○

令第129条の２の５の規

定が適用される換気設

備

(10)

給気機の外気取入口、給気口及び排気口

並びに排気筒の頂部に設ける雨水の浸入

又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有

害なものの侵入を防ぐための設備の構造

◎
換気設備の構造詳細図

※記載例：別紙
○

条項

法第36条の規定が

適用される建築設

備

令第129条の２の４の規

定が適用される配管設

備

追記・補足
改正区分規則での規定状況

明示の要否
明示省略する場合に

明示する他の図書
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別表－６＜その他＞　※明示すべき図書等を「追記・補足」に記載 3/3

明示する項目 縮小 仕様

第４項 表１

(13) 給水装置の構造 ▲ 配置図兼１階平面図

（規則：給水装置の構造詳細図）

※建物までの引き込み経路及びメー

ターの位置を明示

○

(13) 給水装置の材質 ▲ 配置図兼１階平面図 （規則：給水装置の使用材料表） ○

条項

水道法（昭和32年法律第177号）第16条の

規定が適用される給水装置

規則での規定状況
明示の要否

明示省略する場合に

明示する他の図書
追記・補足

改正区分

Administrator
スタンプ



【別紙（参考）】

明示すべき事項 添付図書への記載例 明示すべき事項 添付図書への記載例

昇降機以外の建築設備の構造方法 ＜給湯設備の転倒防止の措置＞

　給湯設備の転倒防止措置は以下とする。

・給湯設備の底部を基礎に固定（平12建告1388号　第５　一　に該当）

・据置型給湯設備の上部を固定（平12建告1388号　第５　二　に該当）

・壁掛け給湯器を壁に固定　　（平12建告1388号　第５　三　に該当）

圧力タンク及び給湯設備に設ける安全

装置の種別

＜圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別＞

　給湯設備（ガス湯沸器・電気湯沸器）に設ける安全装置は以下とする。

・逃し弁、膨張管、圧力調整装置、減圧水槽、膨張水排出装置はJIS認定品

（JIS○○）を使用する

配管の腐食するおそれのある部分及び

当該部分の材料に応じた腐食防止措置

＜腐食防止のために講じた措置＞

　腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じ

た措置は以下とする。

・土中埋設の外面被覆のない鋼管には防食テープ、熱収縮シート

　又はチューブ　等

・土中埋設の油管には平成２年自治省告示第204号に規定する

　材料・方法　等

・コンクリート埋設の外面被覆のない鋼管・鉛管には防食テープ　等

・多湿箇所で外面被覆のない鋼管にはアスファルトプライマー、

　金属外装、合成樹脂外装　等

排水トラップの深さ及び汚水に含まれ

る汚物等が付着又は沈殿しない措置

＜排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置＞

排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置は以

下とする。

・排水トラップはJIS認定品（JIS○○○）による

水槽、流しその他水を入れ、又は受け

る設備に給水する飲料水の配管設備の

水栓の開口部に講じた水の逆流防止の

ための措置

＜飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置＞

　水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の

水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置は以下とする。

・水栓とあふれ面の吐水口空間を確保する

・逆止弁を設置する

・バキュームブレーカーを設置する

排水のための配管設備の容量及び傾斜

並びにそれらの算出方法

＜排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法＞

　排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法は以下とす

る。

・排水負荷単位法、定常流量法（SHASE-S 206）等による

　排水量の計算方法は以下とする。

・負荷単位により、排水量の計算を行うものとする

給水管の凍結による破壊のおそれのあ

る部分及び当該部分に講じた防凍のた

めの措置

＜給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた

　防凍のための措置＞

　給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のた

めの措置は以下とする。

・屋外埋設管は、凍結深度以下への埋設　等

・散水栓立ち上がり配管は、水抜き栓　等

・室内は、凍結防止ヒーター（テープ式）、室内暖房、水抜き栓　等

給気機の外気取入口、給気口及び排気

口並びに排気筒の頂部に設ける雨水の

浸入又はねずみ、虫、ほこりその他衛

生上有害なものの侵入を防ぐための設

備の構造

＜給気機の外気取入口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部の構造＞

　給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口並びに排

気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防

ぐための設備は以下とする。

・給気口及び排気口に網を設ける

・給気口にフィルターを設ける

・給気口及び排気口は雨返しガラリとする

・給気口及び排気口はフード付きとする

給水管に講じたウォーターハンマー防

止のための措置

＜給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置＞

　給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置は以下とする。

・管径を大きくして流速を小さくする

・ウォーターハンマー防止器を設置する

・揚水ポンプ出口に水撃防止型逆止弁を使用する
出典：建築確認手続き等の運用改善マニュアル「一般建築物用」（平成22年3月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［一般社団法人新・建築士制度普及協会］

参考：改正建築基準法施行規則に基づく設備関係図書の記載例［財団法人建築行政情報センター］

この表は、「別表－６（その他）」のうち、第４項に規定する明示事項の一部について、記載例をまとめたものです。

計画の内容により異なりますが、記載の参考としてください。
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明示事項の記載例及び審査項目【配置図】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

① 縮尺及び方位

②
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請

に係る建築物と他の建築物との別

③ 延焼のおそれのある部分 法第23条

④
防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水

面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置

⑤ 擁壁の設置その他安全上適当な措置 法第19条第４項

⑥
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との

高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
法第19条第１項

⑦ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 法第42条

⑧
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する

施設の位置及び排出経路又は処理経路
法第19条第３項

⑨ 法第22条第1項の規定による区域の境界線 法第24条

⑩ 令第20条第２項第一号に規定する水平距離 法第28条第１項

⑪ 敷地の道路に接する部分及びその長さ 法第43条

⑫
法第４４条に規定する道路内の建築制限への適合性

審査に必要な事項
法第44条、第56条

⑬ 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 法第47条

⑭ 用途地域の境界線
法第48条、第53条、第55

条

⑮ 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 法第52条

⑯
地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る

建築物の各部分の高さ
法第56条

⑰ 地盤面の異なる区域の境界線 法第56条

⑱
法第56条第１項第二号に規定する水平距離のうち最

小のものに相当する距離
法第56条

⑲
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位

置、高さ、構造及び床面積
法第56条

⑳ 法第56条第２項に規定する後退距離 法第56条

㉑ 用途地域の境界線 法第56条

㉒
令第132条第１項若しくは第２項又は令第134条第２

項に規定する区域の境界線
法第56条

㉓
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面

その他これらに類するものの位置
法第56条

㉔
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水

面、線路敷その他これらに類するものの位置
法第56条

㉕ 前面道路の路面の中心の高さ 法第56条

㉖
法第56条第１項から第６項までの規定による建築物

の各部分の高さの限度
法第56条

㉗ 壁面線 法第47条

㉘ 門又は塀の位置及び高さ 法第47条

※網掛けは記載例に考慮していない項目を示す。

㉖

⑥

②

①

②

②②

⑯

⑪⑥

⑦

⑧

⑫

⑱

⑳

②

②

㉕
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明示事項の記載例及び審査項目【各階平面図(建築）】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

① 縮尺及び方位

② 間取、各室の用途

③ 壁の位置

④ 延焼のおそれのある部分の外壁の位置 法第23条

⑤
階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の

位置及び構造

法第36条

令第２章第３節

⑥ 各室の名称 建築物省エネ法

⑦ 開口部の構造 建築物省エネ法

⑧ エネルギー消費性能確保設備の位置 建築物省エネ法

⑨ 住宅用防災機器の位置及び種類 消防法第９条の２

⑩ 耐力壁及び非耐力壁の位置 法第23条

+400

+400
+400+400

+400

+400

+400

±0

+400±0

D

D

D

D

D

道路境界線

①

D

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

敷地境界線

熱

煙 煙

AC1 AC2

防

防

防 防

防

防

⑧

⑦

＊階段検討

・有効幅766mm

・蹴上げ 階高/段数

=2900/15=193.33

・踏面 910/4=227.5

⑤

地盤面 BM＋336mm

＋〇〇 BMからの高さ

ガス給湯器(モ－ド効率78.2%以上)

＊壁掛けタイプとし壁に固定

JIS S2109の安全装置付きとする。

凡例

ＡＣ１ エアコンデイショナー(冷房用)

冷房能力△ＫＷ消費電力○Ｗ以下

ＡＣ２ エアコンデイショナー(冷房用)

冷房能力△ＫＷ消費電力○Ｗ以下

防 防火設備 アルミサッシ＋複層ガラスＡ12

（ガラス網入りｔ6.8ｍｍ）

（ガラス日射取得率0.73以下）

ＬＥＤダウンライト（60形電球１灯器具相当）

ＬＥＤダウンライト（100形電球１灯器具相当）D

D

熱 住宅用防災機器（熱感知器）

煙 住宅用防災機器(煙感知器)

⑧

⑧

⑨

④

１階延焼ライン

② ③ ⑥ ⑩
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明示事項の記載例及び審査項目【各階平面図(設備）】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

①
居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置

及び面積
法第28条２項から４項

② 給気機又は給気口の位置 法第28条２項から４項

③ 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置 法第28条２項から４項

④
かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発

熱量
法第28条２項から４項

⑤ 火を使用する室に関する換気経路 法第28条２項から４項

⑥ 常用の電源及び予備電源の種類及び位置 法第32条

⑦ 燃焼器の排気筒又は排気フードの位置 ガス事業法第162条

⑧ 居室の床面積／各階の床及び天井の高さ 法第28条、第28条の２

⑨ 開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 法第28条１項

⑩ 令第20条第２項第一号に規定する水平距離 法第28条１項

⑪ 昇降機以外の建築設備の構造方法 令第129条の２の３第二号

⑫ 配管設備の種別及び配置 令第129条の２の４

⑬
配管の腐食するおそれのある部分及び当該部分の材

料に応じた腐食防止措置
令第129条の２の４

⑭

水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水

する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の

逆流防止のための措置

令第129条の２の４

⑮
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当

該部分に講じた防凍のための措置
令第129条の２の４

⑯
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措

置
令第129条の２の４

⑰ 圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別 令第129条の２の４

⑱
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付

着又は沈殿しない措置
令第129条の２の４

⑲
排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれら

の算出方法
令第129条の２の４

⑳

給気機の外気取入口、給気口及び排気口並びに排気

筒の頂部に設ける雨水の浸入又はねずみ、虫、ほこ

りその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備

の構造

令第129条の２の５

㉑ 給水装置の構造 水道法第16条

㉒ 給水装置の材質 水道法第16条

※網掛けは記載例に考慮していない項目を示す。

凡例

特記事項

・ガス管は配管用鋼管を使用し

防食テープ措置

・給水管は凍結深度以深に埋設

し、ウォーターハンマー防止器を

設置する

・排水トラップはJISA4421号

認定品を使用

・排水管は排水勾配を1/100以上

確保すること

M

G

開口部凡例

AW1：ｱﾙﾐ製引違1650×2200

Aw2：ｱﾙﾐ製引違1650×2000

Aw3：ｱﾙﾐ製引違1650×1100

Aw5：ｱﾙﾐ製押出800×800

AD1：ｱﾙﾐ製片開戸900×1900

ｶﾞﾗｽ：複層ｶﾞﾗｽt6.8 A12

①

③②

⑫ ㉑

⑮

⑲

⑱

⑯

④ ⑧

⑥

⑨

室名

室の床面積

（天井高さ）

*特記ない場合2400mm

16.562㎡11.593㎡

2.485㎡
(2580）

5.30㎡

AW2 AW1

AW3

AＤ1

開口部直上から敷地境界線

1650 1450

１階樋先ライン

２階樋先ライン

⑩

⑬

㉒

⑦⑤
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明示事項の記載例及び審査項目【立面図】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

① 縮尺

② 開口部の位置

③

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する

建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に

取り付けるものの種別、位置及び寸法

法第20条

④ 開口部の位置、形状及び寸法 法第20条

⑤ 令第20条第２項第一号に規定する垂直距離 法第28条第１項

⑥ 外壁の位置 建築物省エネ法

⑦ 地盤面 法第56条

⑧ 軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ 法第56条

⑨ 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ 法第56条

⑩
最下階の居室の床が木造である場合における床の高

さ及び防湿方法

法第36条

令第２章第２節

⑪ 換気孔の位置
法第36条

令第２章第２節

⑫ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 法第43条

⑬ 敷地境界線 法第44条、第47条

⑭ 前面道路の路面の中心の高さ 法第56条

⑮
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各

部分の高さ
法第56条

⑯
法第56条第１項から第６項までの規定による建築物

の各部分の高さの限度
法第56条

⑰ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 法第56条

⑱ 前面道路の中心線 法第56条

⑲ 擁壁の位置 法第56条

⑳ 土地の高低 法第56条

㉑ 地盤面の異なる区域の境界線 法第56条

㉒ 法第56条第２項に規定する後退距離 法第56条

㉓ 用途地域の境界線 法第56条

※網掛けは記載例に考慮していない項目を示す。

外部仕上げ凡例

A：粘土瓦JISA5208号J型

B：窯業系ｻｲﾃﾞｲﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞt18

C：繊維強化ｹｲｶﾙ板厚t11mm

D：床下換気孔

ねこ土台（開口面積〇cm2/m）

開口部凡例

AW3  ：ｱﾙﾐ製引違 1615×1200

Aw4  ：ｱﾙﾐ製引違 1650×1100

Aw5  ：ｱﾙﾐ製押出 800×800

AD1  ：ｱﾙﾐ製片開戸 800×1900

ｶﾞﾗｽ ：複層ｶﾞﾗｽ t6.8 A12

③ ②

⑤
A

A

B

B

軒裏Ｃ

軒裏Ｃ

AW3
AW5

AD1

AW4

床下換気孔D

750

750

⑧

⑧

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑯

⑱

1
,1

6
7

④

⑬⑮

⑦

⑬

⑥
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明示事項の記載例及び審査項目【構造詳細図】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

①

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに

類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築

物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法

法第20条

令第３章第２節

② 屋根ふき材の種別
法第20条

令第３章第３節

③
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下

地

法第20条

令第３章第３節

④
構造耐力上主要な部分である部材の地面から１メー

トル以内の部分の防腐又は防蟻措置

法第20条

令第３章第３節

⑤ 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 法第22条

⑥
延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料

の種別及び寸法
法第23条

⑦ 延焼のおそれのある部分の外壁の及び軒裏の構造 法第23条

⑧ 外壁及び屋根の構造 建築物省エネ法

⑨ 小屋裏の構造 建築物省エネ法

⑩ 各階の天井の構造 建築物省エネ法

⑪ 床、床下及び基礎の構造 建築物省エネ法

※網掛けは記載例に考慮していない項目を示す。

⑪

※外壁は準防火構造 認定番号○○号とする

※軒裏：繊維強化ｹｲｶﾙ板厚t11mm

断熱材□□厚さ mm充填

＊仕様基準による場合

断熱材種別厚さ追記が必要

粘土瓦JISA5208号J型

屋根材取り付け要領（瓦1枚毎）

一般部：釘○○1本により緊結

軒先部：釘○○3本により緊結

棟 部：金物△△により下地に緊結

した芯材にネジ□□により緊結

けらば部：釘○○3本により緊結

外壁取り付け要領

外壁専用留め付け金具及び

釘若しくはビスにより緊結

（留め付けﾋﾟｯﾁ500mm以内

外周部断熱材△△厚さ〇〇mm貼り付け

＊玄関、勝手口部分以外の土間床部分

支持地盤種別・位置

砂質地盤（GL-0.5m）

長期地耐力30KN/㎡

調査方法：スクリューウェイト

試験結果

ｺﾝｸﾘｰﾄ JISA5308 Fc：21N/ｍｍ2

＊仕様基準による場合

断熱材種別厚さ追記が必要

②

①

①

⑥

⑤

⑧

⑦
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明示事項の記載例及び審査項目【構造詳細図】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

① 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
法第20条

令第３章第３節

②
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方

法

法第20条

令第３章第３節

③
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下

地

法第20条

令第３章第３節

④
構造耐力上主要な部分である部材の地面から１メー

トル以内の部分の防腐又は防蟻措置

法第20条

令第３章第３節

面材耐力壁標準図

＊地面から一メートル以内の部分は防腐・防蟻措置を行うこと

杉 無等級材

筋交い耐力壁標準図

柱と梁仕口標準図

柱と土台仕口標準図

柱及び梁 杉 無等級材

土台 ﾍﾞｲﾏﾂ 無等級材

＊予め具体の同等認定金物使用が決定している場合はメーカ標準図を明示

①

②

④
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明示事項の記載例及び審査項目【施行令第46条第4項の規定に適合することの確認に必要な図書】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

① 壁及び筋かいの位置及び種類 法第20条

② 通し柱及び開口部の位置 法第20条

③
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並

びに開口部の位置、形状及び寸法

法第20条

令第３章第３節

④
施行令第46条第4項の規定に適合することの確認に

必要な事項
法第20条

＊準耐力壁の必要壁量に対する割合を

算定する確認表

＊耐力壁・準耐力壁の仕様及び壁倍率を明示

＊各階、各方向毎に必要壁量を算定、存在壁量が上回ることを判定する判定表

＊各階、各方向毎に存在壁量を算定 根拠資料を添付

①

④

② ③
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明示事項の記載例及び審査項目【施行令第46条第4項の規定に適合することの確認に必要な図書】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

① 壁及び筋かいの位置及び種類 法第20条

② 通し柱及び開口部の位置 法第20条

③
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並

びに開口部の位置、形状及び寸法

法第20条

令第３章第３節

④
施行令第46条第4項の規定に適合することの確認に

必要な事項
法第20条

＊各階、各方向毎、ゾーンごと存在壁量を算定表

＊各ゾーンの床面積算定表

＊各ゾーンごとの必要壁量算定と充足率算定等の判定表

① ④② ③

Administrator
スタンプ



明示事項の記載例及び審査項目【施行令第47条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書】

項目番号 明示する項目 主な審査項目

① 壁及び筋かいの位置及び種類 法第20条

② 通し柱及び開口部の位置 法第20条

③
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並

びに開口部の位置、形状及び寸法

法第20条

令第３章第３節

④
施行令第47条第1項の規定に適合することの確認に

必要な事項
法第20条

耐力壁が取り付く柱ごとに告示に基づき柱頭・柱脚金物の区分を判定した金物算定表

金物区分毎仕様表（告示例示の構造方法採用の場合）

金物区分毎仕様表（同等認定金物採用の場合）

① ④② ③
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仕様基準の場合の設計内容説明書作成イメージ（建築物省エネ法）

　仕様基準に基づく仕様表作成ツールにより作成した仕様表を添付する

国土交通省

HPに掲載
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